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　指定難病特定医療費受給者証をお持ちの方に難
病患者福祉見舞金を支給します。
○対 象 者　指定難病特定医療費受給者証を所持

し、10月1日時点で本市に住所を有
する方

　　　　　　（生活保護法による扶助者は除く）
○手 当 額　年額20,000円
○申請期間　10月1日（月）～12月20日（木）
　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く。
○申請場所　健康推進課（総合保健福祉センター
　　　　　　かがやき内）または各支所
○持 ち 物　①指定難病特定医療費受給者証
　　　　　　（平成30年10月1日時点で有効なもの）
　　　　　　②印鑑
　　　　　　③振込先口座番号がわかるもの（通帳等）
※昨年度以前に申請した方で、振込先口座等に変

更がない場合は、受給者証のみ持参して下さい。

　平成30年９月６日に発生した北海道胆振地方中東部を震源とする最大震度７の地震により、北海道
に大きな被害が出ました。この災害で被災された方々を支援することを目的として、下記のとおり義援
金を募集します。

〈日本赤十字社常陸大宮市地区〉
○義援金の名称　平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
○募集期限　　　平成31年3月31日（日）まで
○義援金受付口座
　金融機関　　東日本銀行
　支店名　　　大宮支店（212）
　口座番号　　普通預金（436268）
　名義　　　　日本赤十字社常陸大宮市地区災害義援金3
　　　　　　　代表　三次　真一郎
※税の軽減を受ける方は下記にお問い合わせください。
○現金による預かり
　日本赤十字社常陸大宮市地区窓口（本庁社会福祉課及び各支所）
○義援金の流れ

上記の口座及び窓口でお預かりした義援金は、日本赤十字社茨城県支部を経由して、北海道に設置さ
れた義援金配分委員会を通じ、全額を被災された方にお届けします。

○その他
　不明な点がありましたら、お問い合わせください。

　市では、指定の医療機関にて歯周病検診を実施
しています。対象年齢の方には、既に受診券を郵
送していますので、期間内に受診しましょう。
○対 象 者

○受診期間　平成30年6月1日～平成31年1月31日
○自己負担　500円
○持 ち 物　歯周病検診受診券、保険証
○受診方法　指定の医療機関へ直接電話で予約し

てください。
※受診券を紛失した方は、保健センターかがやき

までお越しください。窓口で再発行します。

難病患者福祉見舞金について歯周病検診を受けましょう

平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

　 日本赤十字社常陸大宮市地区（　　 社会福祉課内）☎52-1111　内線  132  134　　 54-0024問 本庁 FAX

　　　　　 健康推進課健康推進G　☎54-7121
　　　  総合窓口・地域振興G　☎57-2121
　　　  総合窓口・地域振興G　☎58-2111
　　　  総合窓口・地域振興G　☎56-2111
　　　  総合窓口・地域振興G　☎55-2111

問

御支

美支
緒支

山支
かがやき　　　　　 健康推進課健康推進G　☎54-7121問 かがやき

年度年齢 生年月日
40歳 昭和53年4月1日～昭和54年3月31日
50歳 昭和43年4月1日～昭和44年3月31日
60歳 昭和33年4月1日～昭和34年3月31日
70歳 昭和23年4月1日～昭和24年3月31日


